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平成２６年度亀岡市国民健康保険事業特別会計 

補正予算（第２号） 

 

平成２６年度亀岡市の国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 

３７，２７４千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出 

それぞれ９，８８６，５８２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び

に補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」に

よる。 

（地方債の補正） 

 第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。 

 

平成２７年３月１３日提出 

 

亀岡市長 栗 山 正 隆 



第１ 補

０

，８２７ △５２１ ４５

９

９，３０６

，

１ 介護納付金 ４５

７

９，８２７ △５２１ ４

５

５９，３０６

７

７ 共同事業拠出

１

金 ９９５，４１５ △２

１

，９７４ ９９２，４４

６

１

１ 共

１

同事業拠出金 ９９５，

正

，

４１５ △２，９７４ ９

７

９２，４４１

０

８ 保健事業費 １

９

０１，０３１ △１９，

，

２５２ ８１，７７９

８

特定健康

７

診査等
１ ７４，４３８

３

△１６，６５２ ５７，７８６
事業費

(

２ 保健事業費 ２６，５９３ △２，６００ ２３，９９３

歳　　出　　合　　計 ９，９２３，８５６

２

△３７，２７４ ９，８

国

８６，５８２

庫補助

2

金 ６１３，５２３ △１

)

，１５０ ６１２，３７

１

３

８ 府

　

支出金 ５６１，３８０

歳

△３０，４６８ ５３０

　

，９１２

入

１ 府負担金 ６５，８

表

１７ １１６ ６５，９３３

２ 府補助金 ４９５，５６３ △３０，５８４ ４６４，９７９

１０ 共同事業交付金 １，０２７，１９２ １１，１９７ １，０３８

款

，３８９

項

１ 共同事業交付金 １

　

補

，０２７，１９２ １１

正

，１９７ １，０３８，

前

３８９

の

１１ 財産収入 ２７ ４２

額

４ ４５１

補

１ 財産運用収入 ２７

　

４２４ ４５１

正

１３ 繰入金 ７８

　

１，２４１ ３５，１２

額

７ ８１６，３６８

歳

計

１ 他会計繰

千

入金 ６１１，６０６ ３

円

５，１２７ ６４６，７

千

３３

１

円

５ 諸収入 ５，２２０ △

千

２，５２０ ２，７００

円

４ 雑入 ４，７１０ △２，５２０ ２，１９０

１６ 市債 ２０５

入

，００７ △５０，０００ １５５，００７

京都府国民健康１ ２０５，００７

５

△５０，０００ １５５

国

，００７
保険広域化等

庫

支

援貸付金

支

歳

出

　　入　　合　　計 ９

金

，９２３，８５６ △３

歳

２

７，２７４ ９，８８６

，

，５８２

(3)

２　歳

３

　出

２

款 項 補正前の額 補　正

３

　額 計

千円 千円 千円

， １ 総務費２ １６７，７２５ △２，８ ０００ １６５，７２５０

４ 特別

△

対策事業費 ２５，７０

出

１

１ △２，０００ ２３，

，

７０１

０

２ 保険給付費 ６，８３

３

３，０３２ △１３，０

４

００ ６，８２０，０３

２

２

４ 出

，

産育児諸費 ５０，４２

３

６ △１３，０００ ３７

２

，４２６

２

後期高齢者支援
３ １

予

，

，２４５，０３６ ４６

２

８ １，２４５，５０４

４

金等

６

後期高齢者支援
１ １，２４５，０３６ ４６８ １，２４５，５０４

金等
前期高齢者納付

４ ９１０ ７１ ９８１
金等

算

１

前期高齢者納付

国

１ ９１０ ７１ ９８１
金

庫

等

負

５ 老人保健

担

拠出金 １１０ △６６ ４

金

４

１ 老

１

人保健拠出金 １１０ △

，

６６ ４４

７

６ 介護納付金 ４５９



第２表 地方債補正 
 
変 更 
 

起債の目的 
補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法 

京都府国民健康保険 

広域化等支援貸付金 

千円    千円    

205,007 
 ５％ 

以内 

 
155,007  

 

５％ 

以内 

 
 

（ただし、発
行価格が額面
金額を下まわ
るときは、そ
の発行価格差
減額をうめる
ため必要な金
額をこれに加
算した額） 

(1)普通貸借 
(2)証券発行 
(3)本債にかわる

短期債を起こ
すことができ
る。 

（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金等につ
いて、利率
見直しを行
った後にお
いては、当
該見直し後
の利率） 

政府資金につ
いては、その
融資条件によ
り、銀行その
他の場合には
その債権者と
協定するもの
による。ただ
し、市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し、又は繰上
償還若しくは
低利に借換え
することがで
きる。 

（ただし、発
行価格が額面
金額を下まわ
るときは、そ
の発行価格差
減額をうめる
ため必要な金
額をこれに加
算した額） 

(1)普通貸借 
(2)証券発行 
(3)本債にかわる
短期債を起こ
すことができ
る。 

（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金等につ
いて、利率
見直しを行
った後にお
いては、当
該見直し後
の利率） 

政府資金につ
いては、その
融資条件によ
り、銀行その
他の場合には
その債権者と
協定するもの
による。ただ
し、市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し、又は繰上
償還若しくは
低利に借換え
することがで
きる。 

 


